
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県郷土資料分類法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県図書館協会公共図書館部会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



凡    例 
 

 

 

 

 

１ 長野県郷土資料分類法は、日本十進分類法〔以下『ＮＤＣ』という）（新訂８版）に 

 準拠し、郷土資料の分類に適応させるため部分的に改編を加えたものである。 

  ＮＤＣを改編した主な箇所は、次のとおりである。 

(1) 地理区分を長野県地理区分に改めた。 

(2) 神道、仏教における主題区分を長野県地理区分に改めた。 

(3) 統計における地理区分を長野県地理区分に改めた。 

(4) 政治及び財政関係における国政関係の諸事項を、それぞれ県政関係の諸事項に改めた。 

(5) 言語における言語区分（国語区分）は廃止して、言語共通区分に改めた。 

(6) 文学における言語区分（国語区分）は廃止して、文学形式区分に改めた。 

 

２ 分類表は原則として、類、綱、目までとしたが、一部綱までにとどめ、また、一部細目 

 まで展開した。 

  綱までにとどめた箇所を更に展開したい場合は、ＮＤＣ（新訂８版）により展開すること 

 ができる。 

３ 郷土資料を一般資料と区分するため、分類記号の頭に長野県の頭文字Ｎを付加する。 

４ 分類の精疎は各館の目的、性格、蔵書数等によって決定する。 

５ 古文書、古記録類は特殊な性格を有し、同一に扱うことが困難であるため、各館で定める 

 方法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



長野県郷土資料分類表 
 

 総   記  
 

Ｎ０００ 総記 

Ｎ００７ 情報科学 

 

Ｎ０１０ 図書館 

Ｎ０１１ 図書館政策・行財政 

Ｎ０１２ 図書館建築・設備 

Ｎ０１３ 図書館管理 

Ｎ０１４ 資料の収集・整理・保管 

Ｎ０１５ 図書館奉仕．図書館活動 

Ｎ０１６ 一般図書館 

Ｎ０１７ 学校図書館 

Ｎ０１８ 専門図書館 

Ｎ０１９ 読書法．図書評論法 

 

Ｎ０２０ 図書・書誌学 

Ｎ０２１ 著作．編集 

Ｎ０２２ 写本．刊本．造本 

Ｎ０２３ 出版 

Ｎ０２４ 図書の販売 

Ｎ０２５ 地方書誌．郷土資料目録 

Ｎ０２６ 稀書・善本目録 

Ｎ０２７ 特殊目録 

     ＊団体出版物目録、逐次刊行物目録等はここに収める。 

Ｎ０２８ 選定図書目録．参考図書目録 

Ｎ０２９ 蔵書目録．総合目録 

 

Ｎ０３０ 百科事典 

Ｎ０３９ 用語索引 

 

Ｎ０４０ 論文・講演集 

Ｎ０４９ 雑著 

 

Ｎ０５０ 逐次刊行物 

Ｎ０５９ 年鑑 

 

 

 

 

 

 



Ｎ０６０ 学会．団体．研究調査機関 

     ＊展覧会はここに収める。特定主題の展覧会はその主題の下に収める。 

Ｎ０６９ 博物館 

     ＊特定主題の博物館は、その主題の下に収める。 

Ｎ０７０ ジャーナリズム．新聞 

 

Ｎ０８０ 叢書．全集 

 

Ｎ０９０ （郷土人著作物にあてる） 

     ＊内容が郷土に関係のない一般著作物はここに収めてもよい。 

 

 哲   学  
 

Ｎ１００ 哲学 

 

Ｎ１１０ 哲学各論 

 

Ｎ１２０ 東洋思想．日本思想 

 

Ｎ１３０ 西洋哲学 

 

Ｎ１４０ 心理学 

 

Ｎ１５０ 倫理学．道徳 

Ｎ１５９ 人生訓．教訓 

 

Ｎ１６０ 宗教 

 

Ｎ１７０ 神道 

Ｎ１７１－Ｎ１７４ 長野県地理区分 

     ＊主題区分でＮＤＣ１７１～１７８に該当するものをすべて４地区に地理区分する。  

      県全体又は２地区以上にわたるものはＮ１７０に収める。 

     （例）穂高神社の研究 → Ｎ１７３ 

        信濃国と神社  → Ｎ１７０ 

 

Ｎ１８０ 仏教 

Ｎ１８１－Ｎ１８４ 長野県地理区分 

     ＊主題区分でＮＤＣ１８１～１８８に該当するものをすべて４地区に地理区分する。 

      県全体又は２地区以上にわたるものはＮ１８０に収める。 

     （例）善光寺物語   → Ｎ１８１ 

        信濃名僧略伝集 → Ｎ１８０ 

 

Ｎ１９０ キリスト教 

 



 歴   史  
 

Ｎ２００ 歴史 

Ｎ２０１ 歴史学 

Ｎ２０２ 歴史の補助学 

     ＊考古学、遺跡・遺物はここに収める。 

     ＊必要に応じて次のとおり地理区分する。 

      ．１ 北信 

      ．２ 東信 

      ．３ 中信 

      ．４ 南信 

Ｎ２０３ 書誌．辞典．便覧．年表など 

Ｎ２０４ 論文・講演集．歴史評論．史話．雑著 

Ｎ２０５ 逐次刊行物・年鑑 

Ｎ２０６ 学会．団体．会議 

Ｎ２０７ 研究・指導法．歴史教育 

Ｎ２０８ 叢書．全集．史料集．古文書集 

Ｎ２０９ 通史．文化史 

      ．２ 原始時代 

      ．３ 古代        －1185 

      ．４ 中世      1185－1600 

      ．５ 近世      1600－1868 

      ．６ 近代      1868－1926 

      ．７ 昭和時代以降  1926－ 

 

Ｎ２１０ 北信 

     ＊２１０～２４３へは４地区（北・東・中・南信）以下の地域の歴史及び地誌を 

      収める。 

     ＊必要に応じて地理区分を更に細区分することができる。 

     （長野県地理区分を参照） 

Ｎ２１１ 下水内郡．飯山市 

Ｎ２１２ 上水内郡．長野市 

Ｎ２１３ 下高井郡．中野市 

Ｎ２１４ 上高井郡．須坂市 

Ｎ２１５ （更級郡） 

Ｎ２１６ 埴科郡．千曲市 

 

Ｎ２２０ 東信 

Ｎ２２１ 小県郡．上田市．東御市 

Ｎ２２３ 南佐久郡．佐久市 

 

 

 

 

 



Ｎ２３０ 中信 

Ｎ２３１ 北安曇郡．大町市 

Ｎ２３２ （南安曇郡）．安曇野市 

Ｎ２３３ 東筑摩郡．松本市．塩尻市 

Ｎ２３４ 木曽郡 

 

Ｎ２４０ 南信 

Ｎ２４１ 諏訪郡．諏訪市．岡谷市．茅野市 

Ｎ２４２ 上伊那郡．伊那市．駒ヶ根市 

Ｎ２４３ 下伊那郡．飯田市 

 

Ｎ２５０ 郷土周辺地方 

 

Ｎ２８０ 伝記 

     ＊特定主題の列伝・叢伝は、その主題の下に収める。 

Ｎ２８３ 書誌．辞典．人名録．肖像集など 

Ｎ２８８ 系譜．家伝．紋章．行幸啓 

Ｎ２８９ 個人伝記 

     ＊２８９はすべて被伝者名の五十音順又はＡＢＣ順にならべる。 

     ＊哲学者・宗教家・芸術家及び文学者の伝記は、その主題の下に収める。 

 

Ｎ２９０ 地誌．紀行 

     ＊ここには県全体又は２地区以上にわたる地域の地誌を収め、各地区（北・東・中・  

      南信）以下の地域の地誌は歴史の各地域の下に収める。（Ｎ２９２・Ｎ２９３・ 

      Ｎ２９９についても同じ） 

     （例）長野県新誌   → Ｎ２９０ 

        諏訪の史蹟名勝 → Ｎ２４１ 

     ＊長野県に関する総合的な記述もここに収める。 

     （例）信濃のしおり → Ｎ２９０ 

Ｎ２９２ 史蹟・名勝．景観 

Ｎ２９３ 書誌．辞典．地名．地図 

Ｎ２９９ 紀行．旅行案内 

     ＊文学者の紀行はＮ９５０に収める。 

 

 社会科学  
 

Ｎ３００ 社会科学 

Ｎ３０２ 政治・経済・社会・文化事情 

Ｎ３０４ 論文・講演集・社会評論．雑著 

Ｎ３０６ 学会．団体．会議 

Ｎ３０９ 社会思想．社会主義 

 

Ｎ３１０ 政治 

 

Ｎ３１２ 政治史・事情 



Ｎ３１４ 議会．選挙 

     ＊県会及び国会関係はここに収める。 

     ＊市町村議会関係はＮ３１８に収める。 

Ｎ３１５ 政党．政治統計 

Ｎ３１６ 国家と個人 

     ＊基本的人権．信教の自由．言論．出版の自由．政治闘争等はここに収める。 

Ｎ３１７ 県行政 

     ＊県警察．県消防関係もここに収める。 

Ｎ３１８ 市町村行政．市町村議会．選挙 

Ｎ３１８．１－Ｎ３１８．４ 長野県地理区分 

     ＊市町村警察．市町村消防関係もここに収める。 

     ＊「下水内郡制史」等郡政資料もここに収める。 

Ｎ３１９ 対県外事情・問題 

     ＊県外視察．姉妹都市．原水禁運動等はここに収める。 

 

Ｎ３２０ 法律 

     ＊県及び市町村の例規集・条例集等はここに収める。 

 

Ｎ３３０ 経済 

 

Ｎ３３４ 人口．土地．資源 

     ＊移民・植民はここに収める。 

Ｎ３３５ 企業経営 

Ｎ３３６ 経営管理 

Ｎ３３７ 貨幣．通貨 

Ｎ３３８ 金融．銀行．信託．保険 

 

Ｎ３４０ 財政 

Ｎ３４２ 財政史・事情 

Ｎ３４３ 財政政策．財政行政 

Ｎ３４４ 予算．決算 

Ｎ３４５ 租税 

Ｎ３４７ 地方債 

Ｎ３４８ 公有財産 

 

Ｎ３５０ 統計 

Ｎ３５１－Ｎ３５４ 長野県地理区分 

     ＊必要に応じて地理区分を更に細区分することができる。 

Ｎ３５８ 人口統計．国勢調査 

 

Ｎ３６０ 社会 

Ｎ３６１ 社会学 

     ＊同和問題はここに収める。 

 

 

 



Ｎ３６４ 社会政策．社会保障．社会保険 

Ｎ３６５ 生活・消費者問題 

Ｎ３６６ 労働経済．労働問題 

Ｎ３６７ 家庭・女性・性問題 

Ｎ３６８ 社会病理 

Ｎ３６９ 社会福祉 

 

Ｎ３７０ 教育 

Ｎ３７１ 教育学．教育思想 

     ＊同和教育はここに収める。 

Ｎ３７２ 教育史・事情 

Ｎ３７３ 教育政策．教育制度．教育行財政 

Ｎ３７４ 学校経営・管理．学校保健 

Ｎ３７５ 教育課程．学習指導．教科別教育 

Ｎ３７６ 幼児・初等・中等教育 

      ．１ 幼児教育 

      ．２ 初等教育（小学校） 

      ．３ 中等教育（中学校） 

      ．４ 中等教育（高等学校） 

         ＊旧制中学校・女子校及び個々の高校誌はここに収める。 

      ．５ 各種学校．その他の学校 

Ｎ３７７ 大学．高等・専門教育．学術行政 

     ＊旧制高校・専門学校はここに収める 

Ｎ３７８ 特別支援教育 

Ｎ３７９ 社会教育 

     ＊生涯教育はここに収める；社会体育→Ｎ７８０ 

 

Ｎ３８０ 風俗習慣．民俗学 

Ｎ３８２ 風俗史．民族史 

Ｎ３８５ 通過儀礼．冠婚葬祭 

Ｎ３８６ 年中行事．祭礼 

     ＊郷土芸能はここに収める。 

Ｎ３８７ 民間信仰．迷信〔俗信〕 

Ｎ３８８ 伝説．民話〔昔話〕 

      ．９ 民謡・わらべ唄 

         ＊ここには郷土民謡の研究及び民謡集を収め、単なる歌集はＮ７６０に、 

          歌謡集はＮ９１６に収める。 

 

Ｎ３９０ 国防．軍事 

Ｎ３９１ 戦史．戦記 

     ＊軍事的見地からの著作を集め、一般の戦争史は歴史の下に、従軍記などは文学の 

      下に収める。 

 

 

 



 自然科学  
 

Ｎ４００ 自然科学 

 

Ｎ４１０ 数学 

 

Ｎ４２０ 物理学 

 

Ｎ４３０ 化学 

 

Ｎ４４０ 天文学．宇宙科学 

 

Ｎ４５０ 地球科学．地学．地質学 

Ｎ４５１ 気象学 

Ｎ４５２ 陸水学 

Ｎ４５３ 地震学 

Ｎ４５４ 地形学 

Ｎ４５５ 地質学 

Ｎ４５７ 古生物学．化石 

Ｎ４５８ 岩石学 

Ｎ４５９ 鉱物学 

 

Ｎ４６０ 生物科学．一般生物学 

 

Ｎ４７０ 植物学 

 

Ｎ４８０ 動物学 

 

Ｎ４９０ 医学 

Ｎ４９８ 衛生学．公衆衛生．予防医学 

Ｎ４９９ 薬学 

 

 技術・工学  
 

Ｎ５００ 技術．工学 

 

Ｎ５１０ 建設工学．土木工学 

Ｎ５１４ 道路工学 

Ｎ５１７ 河川工学 

Ｎ５１８ 衛生工学．都市工学 

Ｎ５１９ 公害．環境工学 

 

 

 



Ｎ５２０ 建築学 

Ｎ５２１ 日本の建築 

     ＊歴史的建造物（「松本城」など）はここに収める。 

 

Ｎ５３０ 機械工学 

 

Ｎ５４０ 電気工学 

 

Ｎ５６０ 金属工学．鉱山工学 

 

Ｎ５７０ 化学工業 

 

Ｎ５８０ 製造工業 

 

Ｎ５９０ 家政学．生活科学 

     ＊社会問題からみた生活・家族・女性問題は、Ｎ３６５、Ｎ３６７に収める。 

 

 産   業  
 

Ｎ６００ 産業 

 

Ｎ６１０ 農業 

Ｎ６１１ 農業経済 

Ｎ６１２ 農業史・事情 

Ｎ６１３ 農業基礎学 

Ｎ６１５ 作物栽培．作物学 

Ｎ６１６ 食用作物 

Ｎ６１７ 工芸作物 

Ｎ６１８ 繊維作物 

Ｎ６１９ 農産製造 

 

Ｎ６２０ 園芸 

Ｎ６２１ 園芸経済・行政・経営 

Ｎ６２２ 園芸史・事情 

Ｎ６２３ 園芸植物学．病害虫 

Ｎ６２４ 温室．温床． 

Ｎ６２５ 果樹園芸 

Ｎ６２６ 蔬菜園芸 

Ｎ６２７ 花卉園芸〔草花〕 

Ｎ６２８ 園芸利用 

Ｎ６２９ 造園 

 

 

 

 



Ｎ６３０ 蚕糸業 

Ｎ６３１ 蚕糸経済・行政・経営 

Ｎ６３２ 蚕糸業史・事情 

Ｎ６３３ 蚕学．蚕業基礎学 

Ｎ６３４ 蚕種 

Ｎ６３５ 飼育法 

Ｎ６３６ くわ．栽桑 

Ｎ６３７ 蚕室．蚕具 

Ｎ６３８ まゆ 

Ｎ６３９ 製糸．生糸．蚕糸利用 

 

Ｎ６４０ 畜産業 

 

Ｎ６５０ 林業 

Ｎ６５１ 林業経済・行政・経営 

Ｎ６５２ 森林史．林業史・事情 

Ｎ６５３ 森林立地．造林 

Ｎ６５４ 森林保護 

Ｎ６５５ 森林施業 

Ｎ６５６ 森林工学 

Ｎ６５７ 森林利用．林産物．木材学 

Ｎ６５８ 林産製造 

Ｎ６５９ 狩猟 

 

Ｎ６６０ 水産業 

 

Ｎ６７０ 商業 

Ｎ６７２ 商業史・事情 

 

Ｎ６８０ 運輸．交通 

Ｎ６８２ 交通史・事情 

Ｎ６８９ 観光事業 

 

Ｎ６９０ 通信事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 芸術・美術  
 

Ｎ７００ 芸術．美術 

Ｎ７０９ 芸術政策．文化財 

     ＊ここには「国宝集」「文化財集」等一般的なものを収め、個々のものについては、 

      それぞれの主題の下に収める。 

     （例）仏像    → Ｎ７１０又はＮ７１８ 

        国宝松本城 → Ｎ５２１ 

     ＊埋蔵・発掘文化財はＮ２０２に収める。 

 

Ｎ７１０ 彫刻 

 

Ｎ７２０ 絵画 

Ｎ７２８ 書．書道 

 

Ｎ７３０ 版画 

 

Ｎ７４０ 写真 

Ｎ７４８ 写真集 

     ＊特定の地域、主題にかんするものは、それぞれの地域・主題の下に収めることが 

      できる。 

 

Ｎ７５０ 工芸 

 

Ｎ７６０ 音楽 

 

Ｎ７７０ 演劇 

 

Ｎ７８０ スポーツ．体育 

 

Ｎ７９０ 諸芸．娯楽 

 

 言   語  
 

Ｎ８００ 言語 

 

Ｎ８６０ 作文 

 

Ｎ８８０ 方言．訛語 

Ｎ８８１－Ｎ８８４ 長野県地理区分 

 

 

 



 文   学  
 

Ｎ９００ 文学 

Ｎ９０２ 文学史．文芸批評 

     ＊文芸家の伝記、作家研究はここに収める。特定のジャンルに属する作家はその 

      ジャンルの下に収める。 

     （例）一茶の総合研究 → Ｎ９１３（俳諧・俳句） 

        詩人日夏耿之助 → Ｎ９１５（近代詩） 

 

Ｎ９０３ 書誌．辞典．便覧 

Ｎ９０４ 論文・講演集 

Ｎ９０５ 逐次刊行物．年鑑 

Ｎ９０６ 学会．団体．会議 

Ｎ９０８ 叢書．合集 

Ｎ９０９ 児童文学 

     ＊児童文学史、研究はここに収める。一形式の作品はそのジャンルの下に収める。 

     （例）児童詩 → Ｎ９１５ 

        童話  → Ｎ９３０ 

 

Ｎ９１０ 詩歌 

Ｎ９１１ 和歌 

Ｎ９１３ 俳諧．俳句 

Ｎ９１４ 川柳 

Ｎ９１５ 近代詩 

Ｎ９１６ 歌謡 

 

Ｎ９２０ 戯曲 

 

Ｎ９３０ 小説 

 

Ｎ９４０ 評論．小品．随筆 

 

Ｎ９５０ 日記．書簡．紀行 

 

Ｎ９６０ ルポルタージュ 

 

Ｎ９８０ 作品集：全集．選集 

     ＊個人及び多数人の作品集を収めるが、一形式の作品集は、そのジャンルの下に 

      収める。 

 

Ｎ９９０ 漢詩文 

 

 

 

 



長野県地理区分（地域細目） 
 

 

０   全県 

 

１   北信 

１１  下水内郡．飯山市 

１１１ 下水内郡（栄村） 

１１２ 飯山市 

１２  上水内郡 

１２１ 上水内郡（信州新町．信濃町．飯綱町．小川村．中条村） 

１２２ 長野市 

１３  下高井郡．中野市 

１３１ 下高井郡（山ノ内町．木島平村．野沢温泉村） 

１３２ 中野市 

１４  上高井郡．須坂市 

１４１ 上高井郡（小布施町．高山村） 

１４２ 須坂市 

１５  更級郡 

１６  埴科郡．千曲市 

１６１ 埴科郡（坂城町） 

１６２ 千曲市 

 

２   東信 

２１  小県郡．上田市．東御市 

２１１ 小県郡（長和町．青木村） 

２１２ 上田市 

213 東御市 

２２  北佐久郡．小諸市 

２２１ 北佐久郡（軽井沢町．御代田町．立科町） 

２２２ 小諸市 

２３  南佐久郡．佐久市 

２３１ 南佐久郡（佐久穂町．小海町．川上村．南牧村．南相木村．北相木村） 

２３２ 佐久市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３   中信 

３１  北安曇郡．大町市 

３１１ 北安曇郡（池田町．松川村．白馬村．小谷村） 

３１２ 大町市 

３２  南安曇郡．安曇野市 

３３  東筑摩郡．松本市．塩尻市 

３３１ 東筑摩郡（筑北村．麻績村．生坂村．山形村．朝日村） 

３３２ 松本市 

３３３ 塩尻市 

３４  木曽郡（木曽町．上松町．南木曽町．木祖村．王滝村．大桑村） 

 

４   南信 

４１  諏訪郡．諏訪市．岡谷市．茅野市 

４１１ 諏訪郡（下諏訪町．富士見町．原村） 

４１２ 諏訪市 

４１３ 岡谷市 

４１４ 茅野市         

４２  上伊那郡．伊那市．駒ヶ根市 

４２１ 上伊那郡（辰野町．箕輪町．飯島町．南箕輪村．中川村．宮田村） 

４２２ 伊那市 

４２３ 駒ヶ根市         

４３  下伊那郡．飯田市 

４３１ 下伊那郡（松川町．高森町．阿南町．清内路村．阿智村．平谷村．根羽村．下條村． 

     売木村．天竜村．泰阜村．喬木村．豊丘村．大鹿村） 

４３２ 飯田市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

郷土資料の範囲 
 

【郷土の地域的範囲】 

 １ 長野県（信濃国）全域を郷土とする。 

 ２ 郷土地域外であっても、歴史的、地理的、社会的に密接に関連する地域を準郷土地域と 

   する。 

 

【郷土人の範囲】 

  郷土出身者、郷土在住者で郷土に影響のあった人、又は郷土に関係の深い人。 

 

【郷土資料の範囲】 

  郷土、郷土人、その他郷土に関する事象、事物を主題とした資料、及びそれらを素材 

 （背景）として記述した資料。なお、上記に該当しない場合でも次のものを郷土資料として 

  扱うことができる。 

 (1) 郷土に関する記述が極少であっても、その部分の内容が他に求められない資料。 

 (2) 準郷土地域に関する資料。 

 (3) 近世（便宜上、明治９年長野県統一までを含む）以前の郷土人著作物、郷土出版物、 

 (4) 郷土出版物、印刷物。 

  ア 郷土において出版された新聞、雑誌類 

  イ 郷土の行政資料 

  ウ 郷土所在の公私の施設、機関、団体などに関する資料 

  エ 郷土で行われた行事や催し物等に関する資料 

 (5) 文芸作品類 

    文芸作品類は、郷土を主題（背景）にした作品であるかどうか明確でない場合が多い。 

    それらについては、次の基準により郷土資料とみなすことができる。 

  ア 郷土人の著作で、郷土で出版されたもの 

  イ 郷土在住者の著作で、県外で出版されたもの 

 (6) マイクロフィルム 

    郷土関係のマイクロフィルムは、複製図書とみなす。 

 

【郷土人の一般著作物の扱いについて】 

  郷土人の著作物であっても、その内容が郷土に関係のないものは、原則として郷土資料 

  とはしない。 

  但し、郷土の副次的資料として郷土人著作物を収集する場合は、分類記号のＮ０９０に 

  一括して入れることができる。（必要に応じてＮ０９０～Ｎ０９９に展開する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県郷土資料分類法 
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